
平成１７年７月２６日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官  
平成１７年(ハ)第７５７号　慰謝料請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年６月２４日
　　　　　　　　　　　　主　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　被告は，原告に対し，金１００万円及びこれに対する平成１６年１２月１日から支
払済みまで年５パーセントの割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
　本件は，被告が，不用意に原告の破産の事実に言及した書簡を原告の亡父の
相続人等へ送付したことによって原告の名誉を毀損したとして，原告が慰謝料を
請求した事案である。
１　争いのない事実等
　(1)　被告は訴外Ａ有限会社（代表取締役訴外Ｂ）との間で，平成１３年１０月５
日，訴外Ｂ及び原告を連帯保証人として，また訴外Ｃを連帯保証人として，それぞ
れ金銭消費貸借基本契約を締結し，訴外Ｃとの間で，同月１２日，前記契約を原
因として，愛知県尾張旭市ａ町ｂ丁目ｃ番ｄの土地のうち同人持分の一部について
根抵当権設定の仮登記を付けた（乙１，２及び弁論の全趣旨）。
　(2)　訴外Ａ有限会社は平成１４年４月頃破産宣告を受けた。また原告は平成１４
年７月１１日，訴外Ｂは平成１６年７月２２日，それぞれ破産宣告を受けた（甲１の
１及び弁論の全趣旨）。
　(3)　訴外Ｃ（以下「亡Ｃ」という。）は平成１５年８月３日死亡した。原告は，その後
１か月以内に，父である亡Ｃの債務を相続するのを避けるべく，母の訴外Ｄ及び
姉の訴外Ｅ共々相続放棄の手続をとった。また，第２順位の相続人は全て死亡し
ていた。
　(4)　平成１６年１月２６日現在，被告の訴外Ａ有限会社に対する債権額は，残元
金１３４２万６７２１円，利息及び遅延損害金６０７万１５９６円合計１９４９万８３１７
円であり，同会社に対する競売手続における配当額は１１９４万５３９３円であり，
不足額は７５５万２９２４円であった。前記仮登記分として供託された配当金は５３
３万４９５３円であった（乙３）。
　(5)　被告は前記仮登記を本登記に改めるべく，平成１６年１１月下旬頃，亡Ｃの
第３順位の相続人等３０人に対し本登記に改めることの承諾を求めて書簡を送付
した。その書簡には，連帯保証人である訴外Ｂ及び原告が自己破産となったこと
が言及されていた（甲１の１，２及び甲３）。
２　争点
　被告が第３順位の相続人等へ前記書簡を送付したことが，原告の名誉を毀損
し，慰謝料を認めるに足りる違法性があるかどうか。
　（原告の主張の要旨）
　本登記の承諾書を入手するという被告の目的からすれば，亡Ｃが連帯保証人
兼物上保証人であること，物上保証の中身が仮登記であり，対象物件について
競売が実施されたが，配当を受け取るためには本登記に改める必要があること，
第１順位，第２順位の相続人が全て相続放棄或いは死亡していることを説明すれ
ば十分であり，原告が破産した事実に言及する必要は全くない。
　破産の事実は官報公告によってたとえ不特定多数の人が認識し得る情報であ
っても，現実にその情報に接することができる或いは接した人は社会全体のごく
一部であり，そのような事実に接していない大多数の人から受ける社会的な評価
は正に法が保護の対象とした社会的名誉である。
　原告は破産した事実を親族に伏していたのであり，被告の不用意な情報開示に
よりそのプライバシーが侵害され，原告の破産の事実が親族中に知れ渡り，その
名誉が著しく侵害されたのである。



　従って，被告には名誉毀損に基づき損害賠償責任がある。
（被告の主張の要旨）
　原告及び訴外Ｂは訴外Ａ有限会社に対する融資上の連帯保証人であり，破産
宣告を受けたために同人らに対する保証債務履行請求権を行使出来なくなった。
亡Ｃの担保物件について本件登記への承諾を求めるに至った事情を正確に理解
してもらうためには，第１順位の相続人の相続放棄の事実に加えて，原告及び訴
外Ｂが破産になったことを説明することは第３順位の相続人の心理的反感と金銭
的負担感を和らげるためには必要不可欠であり，そのこと以外に他意はない。
　破産法３２条１項（旧法１４３条１項）は，破産手続の開始は公告の対象になって
おり，その趣旨は破産宣告を広く一般に知らせることにある。そうであるとすれ
ば，一般人であろうが，親族であろうが，破産の事実の知らせを受ける地位は同
じであり，原告の個人的な理由によって破産の事実を伏せたいという願望は畢竟
独自の見解に過ぎない。
　従って，被告の行為は何ら違法性がなく，名誉毀損は成立していない。
第３　争点に対する判断
　１　証拠（原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができ
る。
　(1)　原告は，訴外Ａ有限会社の負債が大きいので，やむを得ず自己破産をし
た。当時その事実を知っていたのは兄の訴外Ｂ，姉の訴外Ｅ及び母の訴外Ｄであ
り，それ以外の親族は知らなかった。
　(2)　亡Ｃの財産は負の遺産であったので，当初は，原告，訴外Ｅ及び訴外Ｄが
相続を放棄し，訴外Ｂがすべて相続するという話が進んでいたが，訴外Ｂは原告
らに黙って相続放棄をした。原告らにそれがわかったのは平成１６年１２月頃のこ
とである。
　(3)　平成１６年１２月初め頃，原告は，叔母である訴外Ｆから書簡（甲１の１）を受
け取り，同人から，亡Ｃの兄弟全てにこの書簡が渡っているが，どういう事情なの
か教えてほしい，原告や訴外Ｂが破産したのかということを聞かれたので，事情を
説明した。
　(4)　その後，原告は年に数回慶弔関係で親族と会う機会があり，その場で直接
破産の話は出なかったが，自分が破産したことが親族に知れ渡ったので原告は
精神的なダメージを受けた。
　(5)　第３順位の相続人は，全て亡Ｃの相続を放棄した。
２　争いのない事実等及び前記１の認定事実を総合考慮すると，次のとおり解す
べきである。
　(1)　民法７２３条にいう名誉とは，人に対する社会的評価いわゆる外部的名誉
を意味し，名誉を毀損するとはその社会的評価を低下させる行為をいう。また破
産法が破産宣告手続において破産の事実を官報に公告する趣旨は，関係人に
破産宣告がなされた事実を知らしめ，権利行使の機会を与え，あるいは第三者が
不測の損害を受けることを防止することにある。
　(2)　ところで，前記のとおり破産の事実が公告されるとしても，現実にその事実
に接することができる或いは接した人は社会全体のごく一部であることからする
と，破産者自身が，その事実を他者に開示されたくないと考えることは自然なこと
であり，社会一般において破産という事実は人に対する社会的評価の低下を伴う
ものと理解されていることからすると，破産の事実が開示されないことへの期待は
保護されるべきものと解されるから，破産の事実は原告のプライバシーないし名
誉に係る情報として法的保護の対象となるものと解すべきである。
　(3)　次に，本件において被告が書簡によって原告の破産の事実を親族へ知ら
せた行為が，原告の名誉を毀損し，慰謝料を認めるに足りる違法性があるかどう
かを検討する。
　　①　名誉毀損における違法性の有無は，被侵害利益である名誉の種類，内容
と加害行為の目的，態様等を総合考慮して判断すべきである。
　　②　本件では，前記判示のとおり，原告は破産者であるが，破産という事実は



同人のプライバシーないし名誉として保護を受けるものであるところ，破産法の公
告の趣旨からすると，破産者の支払能力等の経済的側面において，その保護に
つき一定の制約を受けていることは否定できない。ところで，書簡（甲１の１）の文
面からすると，被告は，訴外Ａ有限会社が破産に至ったこと，連帯保証人である
訴外Ｂ及び原告が破産し，その支払能力を欠いたこと，亡Ｃの死亡と第１順位の
相続人が全て相続放棄をしたこと等を説明しているところ，物的担保に係る仮登
記の本件登記への承諾を求める説明として，人的担保である原告の破産という
事実は法律的な前提事実ではないものの，第３順位の相続人が，訴外Ａ有限会
社への融資につき物的担保以外の人的担保はあったのかどうか，またどうなって
いるのか，どうして親子，兄弟の関係で解決できなかったのか等の疑問を抱くの
は自然なことであり，また予想されるところでもあるから，書簡において原告の破
産の事実へ言及することは，仮登記の本件登記への承諾を求める説明の実質的
な前提事実としての必要性を認めることができる。また書簡送付の範囲は第３順
位の相続人等３０人であり，相当性を逸脱していない。なお，送付先には相続人
でない者が１人おり，その必要性はなかったものと解されるが，同人は相続人の
同居人であり，誤って送付されたものと解されるので，この点をもって不相当と解
することはできない。
　　③　以上の点を総合考慮すれば，被告の行為が，原告の名誉を低下させたと
は解されるものの，慰謝料を認めるに足りる違法性があるとは解することができ
ない。
３　よって，原告の請求は理由がないので棄却することとし，主文のとおり判決す
る。
　　　　名古屋簡易裁判所
　　　　　　　　　　裁　判　官　河　野　文　孝


